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前回の審議会における主なご意見等 

 

 

○家庭ごみの不適正排出対策の方向性について 

 

（未然防止対策について） 

 ・対策のポイントになるのはワンルームのアパートや外国人になると思う。 

 ・外国人対策については、外国人コミュニティ等を通じてできるだけまとめて行政

が説明できるような機会を設けられればよい。 

 ・排出時間が守られない（前日排出含む）ごみについても対策が必要。 

  

（ルール違反ごみへの対応の厳格化について） 

・罰則制度を導入した場合でも、実際の適用については、慎重に判断すべき。 

 ・開封調査については、プライバシーも考慮すべきと思う。 

 ・市川市宅地開発条例の施行前の集合住宅や条例の適用を受けない小規模の集合住

宅に対して、敷地内の集積所設置を求めるには条例等による根拠付けが必要では

ないか。 

 ・取り残し時の対策として、シールを貼るだけでなく、排出者宅へのポスティング

等の対策も必要ではないか。 
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